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令和５年１０月に、山口県教育委員会から、「山口県 新たな地域クラブ活動の在り方等

に関する方針」が示され、県内全ての市町において、学校部活動の地域連携や地域展開を

進めることとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 

2025 年度 

令和８年度 

（2026 年度） 

令和９年度 

（2027 年度） 

令和１０年度 

（2028 年度） 

令和１１年度 

（2029 年度） 

中１ 中２ 中３   

小６ 中１ 中２ 中３  

小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 

平日 学校部活動 当面の間、学校部活動を継続します。 

 

休日 

 

学校部活動 

※ 学校部活動としての練習や練習試合は行いません。 

ただし、大会やコンクールには参加することができます。 

※ 地域のクラブに入部し、活動することができます。 

 

≪ 問い合わせ ≫   

平日の学校部活動に関すること ⇒下関市教育委員会      教育研修課    083-231-2310 

しものせきSD CLUBに関すること⇒下関市観光スポーツ文化部 スポーツ振興課 083-231-2739 

                              文化振興課      083-231-4691 

今後の学校部活動について 
令和７年１０月 下関市教育委員会  

どうして部活動改革が必要なの？ 

少子化が進み、生徒数が減少しています。その影響で、「１つの学校では、チームが組めない」、

「通っている学校では、やりたい部活動がない」など、様々な課題があります。学校部活動の維

持が困難になる中で、中学生がスポーツや文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確

保するために、学校部活動の地域連携や地域展開を進めていく必要があります。 

また、教員が顧問を務める指導体制は、学校の働き方改革が進む中で困難になっています。 

令和９年度以降 下関市の学校部活動はこう変わります！ 

＜平日＞※長期休業（春休み・夏休み・冬休み）の平日もふくみます。 

〇 平日の学校部活動は、令和９年度以降も当面継続します。 

〇 部活動の種目は学校の実情に応じて決定します。 

〇 活動時間は基本的に教職員の勤務時間内とします。 

＜休日＞ 

○ 休日の学校部活動は令和８年度末までとし、令和９年度以降は、学校部活動に 

代わる地域クラブ（しものせきSD CLUBや既存のクラブチーム等）が子どもたち

の活動の受け皿となります。 


